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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】介護長寿課介護保険料係･介護給付係 

個人情報ファイルの名称 介護保険事務処理システム 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部介護長寿課 

個人情報ファイルの利用目的 
介護保険法に基づく介護保険資格記録管理、保険料賦課・収納管

理、送付先管理に係る業務を行うため 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４生年月日、５世帯構成員、６被保険

者番号、７介護保険で必要な個人及び世帯の所得状況及び住民税

情報、８保険料の賦課状況、９第１号被保険者・第２号被保険者

の別、10 被保険者の資格取得・喪失日・理由、11 適用除外情報、

12 保険料の収納状況、13 年金からの保険料天引き（特別徴収）

情報、14 個人で保険料を納める（普通徴収）情報、15 保険料の

振替を行う口座情報、16 保険料納付継承情報、17 生活保護の保

護市町村名、18 生活保護の受給の開始日・廃止日、19 老齢福祉

年金受給情報、20 保険料減免の事由及び減免額情報、21 介護保

険に関する書類の送付先及び届出年月日・届出者氏名、22 転出

先住所、23 被保険者証交付状況、24 公示送達の有無、25 保険料

還付先口座情報 

記録範囲 
６５歳以上の方、４０歳から６４歳までの介護保険認定申請をし

た方、住所地特例施設入所の方 

記録情報の収集方法 
本人、親族、委任等を受けた代理人、住民基本台帳システム、市

民税課、保護課、障がい福祉課、公用請求により官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 沖縄県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備考 
 

 

作成日：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）    【課名・係名】介護長寿課介護保険料係･介護給付係･介護認定係 

個人情報ファイルの名称 介護保険システム 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部介護長寿課 

個人情報ファイルの利用目的 

介護保険要介護・要支援認定事務、介護保険受給者管理、介護

保険被保険者台帳の作成事務、介護保険被保険者証の交付・再

交付事務、介護保険負担割合証の交付・再交付事務、社会福祉

法人等による生活困難利用者負担軽減事業、居宅サービス計画

作成届出依頼届出書の受付事務、介護保険給付事務（福祉用具

購入費、住宅改修費及び高額介護サービス費、特定入所者サー

ビス費支給）介護給付適正化に関する事務、給付制限管理事務、

介護保険給付に伴う国民健康保険団体連合会との情報交換事務

を行うため 

記録項目 

１認定申請情報（申請者氏名、申請者住所、被保険者番号、被

保険者カナ氏名、被保険者氏名、被保険者住所、生年月日、性

別、被保険者資格得喪情報、前回認定情報、主治医情報、医療

保険情報）、２訪問調査情報、３主治医意見書情報、４審査情

報、５要介護認定情報、６保険給付情報（サービス提供月、サ

ービス種類、サービス提供事業者名、サービス費用額、保険給

付額、自己負担額）、７介護保険自己負担割合、８送付先情報、

９介護保険料収納情報、10年金からの保険料天引き（特別徴収）

情報、11介護保険で必要な個人及び世帯の所得状況及び住民税

情報、12生活保護の受給開始日・廃止日、13転出先住所、14被

保険者証等交付状況 

記録範囲 
６５歳以上の要介護認定及び要支援認定申請者と、介護認定申

請を行った４０歳以上６４歳までの者 

記録情報の収集方法 
本人、親族、委任等を受けた代理人、主治医、その他認定関係

者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 

沖縄県国民健康保険団体連合会、厚生労働省（国民健康保険団

体連合会情報システム）、対象者と契約を締結した居宅介護支援

事業所・介護保険施設 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備考  

作成日：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】介護長寿課介護保険料係 

個人情報ファイルの名称 介護保険料滞納管理システム 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部介護長寿課 

個人情報ファイルの利用目的 
介護保険料滞納情報管理、介護保険料滞納処分情報管理、介護

保険料納付制約者管理、介護保険料不能欠損管理 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４生年月日、５年齢、６世帯構成員、

７被保険者番号、８介護保険料の賦課情報、９介護保険料の収

納情報、10 電話番号、11 介護保険徴収方法（特別徴収・普通徴

収）の別、12 保険料納付計承認情報、13 保険料減免額情報、14

介護保険に関する書類の送付先、15 納付書発行情報、16 転出先

住所、17 関係者情報、18 資産情報 

記録範囲 介護保険料を滞納している方 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、公用請求により官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備考 
 

 

作成日：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】介護長寿課 介護保険料係 

個人情報ファイルの名称 介護保険料事務処理システム（介護保険料還付対象者台帳） 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 介護長寿課 

個人情報ファイルの利用目的 
介護保険第 1号被保険者保険料に過誤納金が発生した方に対し

て還付を行う 

記録項目 

１氏名、２住所、３被保険者番号、４還付額、５申請日、６

資格移動日（死亡日、転出日他）、７還付人氏名、７還付人

住所、８還付決定日、10還付人続柄、11 会計日、12 支払日 

記録範囲 第１号介護保険被保険者のうち、保険料の還付が生じた者 

記録情報の収集方法 本人、親族、委任を受けた代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
 非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
 （実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要  （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
 （実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
 － 

備考 

 

作成日：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】介護長寿課介護保険料係 

個人情報ファイルの名称 介護保険料還付対象者台帳 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部介護長寿課 

個人情報ファイルの利用目的 
介護保険第 1号被保険者保険料に過誤納金が発生した方に対し

て還付を行う 

記録項目 

１氏名、２住所、３被保険者番号、４還付額、５申請日、６資

格移動日（死亡日、転出日他）、７還付人氏名、８還付人住所、

９還付決定日、10 還付人続柄、11 会計日、12 支払日 

記録範囲 第１号介護保険被保険者のうち、保険料の還付が生じた者 

記録情報の収集方法 本人、親族、委任を受けた代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

備考 

 

作成日：令和５年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】介護長寿課地域支援係 

個人情報ファイルの名称 地域包括支援センター管理システム 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部介護長寿課 

個人情報ファイルの利用目的 
地域包括支援センター運営、高齢者の権利擁護に関する事務を

行うため 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５電話番号、６申請理

由、７緊急連絡先、８介護認定情報、９介護サービス受給情報、

10支援者情報 

記録範囲 市内住民で支援を要する者 

記録情報の収集方法 本人、親族、委任等を受けた代理人、公用請求により官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
 非該当 

備考 

 

作成日：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】介護長寿課高齢者福祉係 

個人情報ファイルの名称 高齢者福祉システム 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部介護長寿課 

個人情報ファイルの利用目的 

高齢者紙おむつ支給事業、在宅介護者手当支給事業、ふれあい

コール事業、日常生活用具給付事業、緊急通報システム事業関

連事務、外出支援サービス事業関連事務、家族介護慰労金支給

事業、食の自立支援サービス事業、軽度生活援助事業、福祉電

話設置事業、寝具洗濯乾燥消毒サービス事業、救急医療情報キ

ット配布事業、養護老人ホーム入所措置、やむを得ない事由に

よる入所措置、高齢者等緊急一時保護事業、慶祝事業の事務を

行うため。 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５電話番号、６申請理

由、７緊急連絡先、８福祉サービス受給情報、９福祉サービス

の利用に必要な本人と世帯の所得情報、10サービス等決定情報、

11サービス等支給開廃情報、12サービス等利用事業所情報、13

高齢者紙おむつ支給事業の決定内容・利用実績、14日常生活用

具給付事業の給付内容、15緊急通報システム事業の協力者情報、

16養護老人ホーム措置情報（決定情報、自己負担情報） 

記録範囲 ６５歳以上の高齢者福祉サービスの申請を行った方 

記録情報の収集方法 本人、親族、委任等を受けた代理人、公用請求により官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】介護長寿課高齢者福祉係 

個人情報ファイルの名称 救急医療情報キット配布台帳 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部介護長寿課 

個人情報ファイルの利用目的 救急医療情報キットの配布を行うため 

記録項目 

１．対象者情報（宛名番号、氏名、フリガナ、生年月日、年齢、

性別、郵便番号、住所、行政区、住定日） ２．支給区分 ３．

電話番号 ４．口座情報 ５．支払情報 

記録範囲 救急医療情報キットの配布対象者 

記録情報の収集方法 本人、親族又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備考 

 

作成日：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】介護長寿課高齢者福祉係 

個人情報ファイルの名称 
新型コロナウイルスワクチン接種移動支援事業（高齢者）対象

者名簿 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部介護長寿課 

個人情報ファイルの利用目的 
新型コロナウイルスワクチン接種移動支援事業（高齢者）対象

者にタクシーチケットを送付するため 

記録項目 

１氏名、２被保険者番号、３送付先郵便番号、４送付先住所、

５年齢、６認定申請日、７認定日、８認定開始日、９認定終了

日、10 二次審査状況 

記録範囲 
６５歳以上の要介護認定者で新型コロナウイルスワクチン接

種の対象となった者 

記録情報の収集方法 
・新型コロナウイルスワクチン接種室 

・介護保険システム（課内） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備考 
 

作成日：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】介護長寿課高齢者福祉係 

個人情報ファイルの名称 敬老祝金支給事業 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部介護長寿課 

個人情報ファイルの利用目的 敬老祝金の支給事務を行うため 

記録項目 

１．受給者情報（宛名番号、氏名、フリガナ、生年月日、年齢、

性別、郵便番号、住所、行政区、住定日） ２．支給区分 ３．

電話番号 ４．口座情報 ５．支払情報 

記録範囲 敬老祝金受給者、敬老祝金申請者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、住民基本台帳システム（住民情報）、申請書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備考 

 

作成日：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】介護長寿課高齢者福祉係 

個人情報ファイルの名称 慶祝記念品支給事業 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部介護長寿課 

個人情報ファイルの利用目的 慶祝記念品の支給事務を行うため 

記録項目 

１．対象者情報（宛名番号、氏名、フリガナ、生年月日、年齢、

性別、郵便番号、住所、行政区、住定日） ２．支給区分 ３．

電話番号 ４．口座情報 ５．支払情報 

記録範囲 慶祝記念品受給対象者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、住民基本台帳システム（住民情報）、申請書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】介護長寿課高齢者福祉係 

個人情報ファイルの名称 在宅介護者手当支給事業 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部介護長寿課 

個人情報ファイルの利用目的 在宅介護者の手当支給事務を行うため 

記録項目 

１．要高齢者情報（宛名番号、氏名、フリガナ、生年月日、年

齢、性別、郵便番号、住所、行政区）、２．要介護認定情報、

３．電話番号、４．介護者情報（宛名番号、氏名、フリガナ、

生年月日、年齢、性別、郵便番号、住所、行政区）、５．口座

情報、６．保険料収納状況 

記録範囲 在宅介護者手当受給対象者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、住民基本台帳システム（住民情報）、申請書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備考 
 

作成日：令和５年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


